平成20年度たばこ対策推進会議における主な意見
	項目
	内容

	会議のあり方
	・タバコ規制枠組み条約により、タバコ生産・販売関係者を構成員からはずすべきではないか。

・スーパー、コンビ二の団体の代表者を構成員に加えるべきではないか。
・生活衛生同業組合連合会からも構成員を選ぶべきではないか。

	たばこ対策指針について
	たばこ対策指針の改定においては幼・小･中･高校･特別支援学校　大学・短大・専門学校　それぞれ１００％敷地内禁煙を実施することを目標として策定すべきではないか。

	学校における喫煙対策について
	禁煙を校長先生の資質の一つにすべきではないか。

	県立施設について
	県庁舎、地方機関においては、さらに進んで敷地内禁煙も実施すべきではないか。

	世界禁煙デーについて
	テレビ、新聞等で世界禁煙デーやたばこによる健康被害のことを広く啓蒙すべきではないか。

	飲食店の受動喫煙防止対策について
	禁煙化した場合の客減少に対し、飲食店の保障も考えるべきではないか。

飲食店の喫煙対策では、従業員の健康を考えて禁煙にすべきではないか。

	遊園地の禁煙化ついて
	愛知県の遊園地の受動喫煙防止対策の実施状況を行政が調べるべきではないか。

	未成年者喫煙防止キャンペーンについて
	「未成年はたばこを吸わないようにしよう」という標語は、未成年者に誤ったメッセージを伝えることとなるので「未成年者」をとり、「たばこを吸わないようにしよう」すべきではないか。

	たばこ対策ホームページについて
	愛知県内公立学校敷地内禁煙実施状況がHPで示されているが、敷地内禁煙実施しているところを塗りつぶすのではなくて、未実施の教育委員会を塗りつぶすべきではないか。

	
	受動喫煙防止対策種類別認定数が表示されているが、全体の数に対する割合を示して欲しい。


